ＯＴＣ類似薬の保険適用除外を行わないことを求める意見書（案）
日本共産党前橋市議団
政府は、解熱鎮痛剤のロキソニンや抗アレルギー薬のアレグラをはじめとするＯＴＣ類似薬を医療機関で処方された場合の患者負担について、薬剤費の４分の１を保険給付から外して全額自己負担とし、残りの４分３だけを保険適用とすることを検討しており、対象となる医薬品は77成分、約1100品目にものぼる。
これにより、現役世代（７０歳未満）の場合、薬剤費の３割だった自己負担が実質的に５割へと増大することになる。厚労省の試算でも、患者負担額は受診せず市販薬を買うと８倍から５０倍になるとしている。
　医師の判断でなく患者の自己判断で市販薬を使用することにより、適切な治療が受けられず病気の重篤化や、患者の自己負担の増大を招き治療の継続を断念せざるを得ないことが懸念される。とりわけ、アレルギーや難病などでＯＴＣ類似薬を必要とする患者にはきわめて重い負担となる。　
　また、本市をはじめ、県内市町村は子ども医療費助成制度の対象年齢を高校卒業まで引上げ、子どもたちの命と健康を守る施策を進めてきた。
これまで制度の対象になっていた処方薬が、ＯＴＣ類似薬の保険適用除外により市販薬を購入せざるを得ないようになれば、子育て世帯にとっては大幅な負担増となりかねない。
ＯＴＣ類似薬の患者負担増は、政府が医療費総額年間４兆円の削減を念頭に検討しているものである。医者が必要と判断し処方する薬を、市販薬があるという理由で部分的に保険から外し自己負担を課し、今後さらに保険適用から除外される対象薬剤の拡大が進めば、必要な医療は保険で給付するという国民皆保険の理念を揺るがしかねない。
よって、政府に対して、国民皆保険制度のもと、すべての国民が必要な医療を受けることができるように、ＯＴＣ類似薬の保険適用除外を行わないことを強く求めるものである。
　以上地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
